
2J04 NEDCH 技術開発機構におけるプロジェクトリーダ 制度の 

現状と今後の 展望 

0 矢部貴人，角館慶治 (NEDO) 

要旨 :N 三 Do 技術開発機構におけるプロジェクトリーダに 関する制度 ( ミッションステートメント 等 ) を、 これまでの 

経緯や問題意識を 踏まえ紹介するとともに、 当該制度の活用状況や 伎れたプロジェクトリーダ 等の分析により、 今 

後の課題・展望について 述べる。 
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「．はじめに 

研究開発プロジェクトの 効率的・効果的な 推進、 及び成果の最大化のためには、 優れた技術的知見を 

有し、 高度なリーダシップを 発揮することができるプロジェクトリーダ ( 以下、 PL 。 ) が不可欠であ る 

こが以前から 指摘されている・ ), ,) 。 また，一般的にはプロジェクトの 成否の 7 ～ 8 割は PL に依存して 

いるとも言われており、 その役割は大きい。 独立行政法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構 ( 略称 : 

N 三 DO 技術開発援 枯 ) においても・ 研究開発プロジェクトの 成功には、 単機構のマネジメント や 実施 

者の努力だけではなく、 PL の機能・役割が 非常に重要であ る。 

当 機構においては、 平成 1 3 年度からプロジェクトリーダ 関連の制度について 整備していたが、 プロ 

ジェクト成功に 向けた制度の 高度化の必要があ った。 そこで、 当 機構内部における 議論に P 」インタ ピ 

ュ 一等から得られた 知見を加えて、 当 機構と pL との間のミッションステートメントの 取り交わしや P 

」謝金制度の 整備を行った。 今回、 その経緯や問題意識を 踏まえ・これまで 整備してきた pL 制度を紹 

介するとともに、 本 P 」制度の現状分析や PL への追加インタビュ 一の結果等に 基づき、 今後の課題、 
展望について 述べる。 

2, これまでの取組と 現状 

の ．独立行政法人化 ( 平成「 5 年 1 0 月 ) 以前の取組 

研究開発プロジェクトの 効率的・効果的な 推進を図る視点から・ 当 機構初 め PL 関連制度として、 平 

成 1 3 年度に「プロジェクトリーダ 設置要領」を 定めた。 未設置要領は、 プロジェクト 毎に 当 機構が P 

」を指名できること、 また、 pL の責務を「①研究管理」、 「②研究進捗状況の 報告」「③研究開発計画菜 

の提示」、 「④研究開発事業費執行案の 提示」、 「⑤研究成果の 取りまとめ案の 提示」、 「⑥研究者の 評価」 

と 規定したものであ る。 

しかしながら、 当時は p 」が設置されていないプロジェクトが 比較的多かったことに 加え、 pL の責 

務が全てのプロジェクトについて 同じであ ったことから、 当 機構が pL の職責及びプロジェクトの 性格 

に 応じた明示的な 地位・ミッションを 与えていないという 課題があ った。 また、 PL のミッションに 見 

合う待遇 ( 謝金、 旅費等 ) を保証する制度が 整備されていなかったことも 問題であ った。 
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上記を踏まえ、 pL 設置に除しての 人事的位置付けの 再検討や、 pL のミッションの 明確化、 pL 謝 

金制度の整備等を 行うべく、 平成 1 5 年 5 ～ 7 月にかけて、 大学、 国立研究所、 企業出身の P 」 1 3 名 

にインタビュ 一調査を行った。 当 機構の PL 制度に対する 主な指摘事項は 以下のとおりであ った 3) 。 

， pL の機能や権 限について明示的に 示されていない。 

・予算配分、 参加企業・研究者の 選定及び評価については ，明確に一定の 権 限をアサインすべき。 

・ pL が活動しやすくなるための 経済的支援も 必要。 

・まず PL の選定 ( 公募 ) を行い、 実施企業等の 公募を行 う ことも有効では。 

・ PL の評価も行い、 権 限に見合う責任を 持たせるべき。 

②． p Ⅰ制度等の現状 

PLl 3 名からの貴重な 提言も踏まえ、 平成 1 5 年「 0 月の独立行政法人化後、 以下の対応を 行った。 

  「了解事項メモ」策定により、 N 三 DO 一 P 」の役割分担の 明確化を実施 

・「了解事項メモ」中に、 予算配分、 研究者の評価等について 触れ、 PL の権 限をアサイン。 

・ P 」の活動を支援する 経済的仕組み (PL 謝金制度 ) を設立。 

  公募前に P 」を委嘱し、 基本計画策定の 段階から積極的に P 」が関与。 

なお、 当 機構のプロジェクトの PL 数は Hl6  PL の構成 

1 5 年度末時点では 83 人であ ったが、 「 独立行政法人 

6 年度 未 には 88 人 ( サ ププロジェクトリ 

一ダ等を含めると「「 5 人 ) となっており ， 

着実に PL 設置数を増やしている。 また、 

p Ⅰの出身機関は 大学や産総研等の 公的 

機関が 8 割強を占めて い て、 民間企業出身 大学 

の PL が少ないのが 現状であ る。 53% 

19% 

② 一 1. 了解事項メモ 

PL インタビューを 行った結果、 「 PL の機能や権 限について明示的に 示されていなく、 自分 (P 」 ) 

がどこまでやっていいのかわからない」といった 意見せ、 「予算配分、 参加企業・研究者の 選定及び評価 

ほ ついては、 明確に一定の 権 限をアサインすべき。 PL には必ず必要な 権 限であ る」といった 意見が多 

数の P 」から出された。 

これらを解決すべく、 p しの機能、 権 限及び機構との 役割分担について、 次の掲げる事項について「了 

解事項メモ」としてまとめることとした。 

・プロジェクト 研究開発目標の 達成について 

・研究開発の 進捗把握について 

・プロジェクトの 実施体制について 

・予算配分について 

・研究者の人選と 評価について 

また、 以下の事項についても、 pL の標準的な役割を 明記したマニュアルを 策定し、 pL 及び委託 先 

に提示している。 

  プロジェクトの 認知度向上 

  成果の公表及び 知的財産権 の管理 
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・成果の実用化 

・技術評価への 対応 

② 一 D. P 」謝金制度 

pL が「了解事項メモ」にて 定めたミッション ( 技術指導 ) を行う際の対価として、 pL 謝金を支払 

う 制度を整備した。 基本的には以下のケースを 想定している。 

・実施者等が 集まる技術ミーティンバ 等で技術指導を 行う場合。 
・委託矢筈が 枝数 ケ 所にあ って、 個別に巡回して 指導を行う場合。 

・大学等に集中研があ って、 研究者に技術指導を 行う場合。 

・基本計画策定において 技術的助言を 行 う 場合。 

なお、 ここでいう「技術指導」とは、 プロジェクトに 属する研究者 ( 昔縁研究員ト 人以上に対し、 技術 

目楳 達成のための 各研究テーマの 進捗確認や、 予算の研究テーマ 毎の配分、 研究体制、 全体の研究の 方 

向性等に係る 種々の助言、 討論、 指導などを指す。 また、 技術指導に伴う 旅費に加え、 プロジェクトの 

認知向上のため pL 自身が発表等を 行 う 場合の旅費について 当 機構から支弁できるよう 整備した。 

③． PL 制度の利活用状況と 課題 

③ 一 I. PL 制度の利活用状況 

n 了解事項メモ ) 

現在、 当機構の全ての P 」 ( 平成 1 6 年度末時点で 83 名 ) との間で、 プロジェクトの 実施体制や研 

究 内容、 各プロジェクト 部の業務方針等を 踏まえ、 個別に「了解事項メモ」を 策定している。 また、 追 

加的に数名の PL に現状の PL 制度等についてヒアリンバを 実施したところ、 以前よりも pL のミッシ 

ョン が明確化され、 マネジメント 業務を行いやすくなった 等の肯定的意見を 得ている。 

(P 」謝金制度 ) 

本 謝金制度については、 ようやく積極的な 利活用が各部でされ 始めた。 また、 「 PL 了解事項メモ」 同 

様 、 pL 謝金についても 各 pL から肯定的意見が 得られている。 

③ 一 D. 現状の課題 

( 了解事項メモ ) 
pL の資質や実績及びプロジェクト 固有の目的や 実施体制などの 外的要因によって、 N 三 DO 一 P Ⅰ 

間の役割分担や 権 限のアサインはプロジェクト 毎に適切に定められるべきであ る。 上述のように、 当機 

構の全ての PL との間で「了解事項メモ」を 策定している 一方、 その内容については ，やや定型的な 内 

容 に留まっているケースが 若干見受けられる。 

(PL 謝金制度 ) 

現状の制度においては、 PL 謝金の対象となっているのは、 研究員として 宜 録されていない PL に 限 

足 されている。 研究員として 実施者側に属する PL の場合、 その研究員としての 業務 ( 労務費 ) と PL 
としての業務 (P 」謝金 ) の区別が難しいことが 水制度の背景にあ る。 PL がその業務をより 積極的に 

行うためには、 実施者側に属する PL であ っても、 技術指導の対価に 謝金を支払うよう 制度の見直しを 

行うことが有効と 考えられる。 

また、 単機構の PL は、 プロジェクトの 中立性公平性の 観点等から大学等の 公的機関出身が 比較 

的 多いが、 事業化のフェーズに 近いプロジェクト 等については、 成果の最大化の 観点から，企業出身の 
p 」を選定することも 有意義と考えられる。 また、 場合によっては 当 機構の職員自ら p Ⅰになることも 

今後の検討課題とする。 
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3. 今後の展望 

2. で述べた課題の 解決に向けて、 優れた pL のマネジメント 事例等を元に、 pL 制度のさらなる 改善 

や pL に付与すべき 役割・機能について 今後の展望を 述べる。 

①． 優 れた pL のマネジメント 事例 

PL インタ ピュ 一等の結果、 「了解事項メモ」がやや 定型的な内容に 留まっている 一方、 PL として 使 

れた マネジメントを 行っているケースが 明らかになった。 その事例を数件紹介する。 

  P 」自らが全ての 参加企業のトップを 訪問し、 プロジェクトの 内容・ 意圭は ついて説明を 行った。 

その結果，企業が 優秀な研究者を 前向きにプロジェクトに 派遣してくれるようになり、 研究者も 

またプロジェクトに 対するモチベーションが 向上した。 

  プロジェクトの 参加研究者を PL 自ら全て面接し、 モラルの高い 優秀な研究者を 確保した。 

  プロジェクトの 実施場所が数ヵ 所に分散している 状況で、 月に最低「回は 研究者とディス カ ツシ 

ョンする垢を 設け、 研究進捗状況の 確認を行い、 技術指導等を 実施した。 

また、 当 機構として PL により多くのミッションを 与えた事例として、 以下を紹介する。 

・ プロジェクトの 実施者公募に 先立って PL を選定・ 委 暗し、 プロジェクト 基本計画の策定に 積極 

的に参画。 また、 実施先の採択審査委員会にも・ 審査委員長として 参加。 

  事業費の 5% を PL の 裁 五で執行できる P 」インセンティブ 資金とし、 PL の機能を強化。 

②．今後の展望 

上記①で紹介した 優れた p Ⅰの事例を模範とし、 今後の展望として、 以下について 検討していくこと 

とする。 

0 プロジェクトの 基本的なアウトライン 投 付から PL を委嘱。 

・事例が出始めているが、 今後の新規プロジェクトについて、 PL のプロジェクト 事前関与を強め 

ていく。 

0 優れた P 」にはより多くの 権 限を。 

  了解事項メモ 等を定型的な 内容に留めるのではなく、 p 」の 職 寅及びプロジェクトの 性格に応じ、 

明確な権 限、 インセンティブを 与え、 了解事項メモにもその 内容を規定。 

ON 三 DO だけでなく、 P 」にも参加企業のトップと 会ってプロジェクトの 趣旨などについて 説明し 

てもらう。 

・企業トップの 理解により、 優秀な研究者の 確保、 研究者のモチベーション 向上を図る。 

ONED0 から全ての謝金を 支払える制度に。 

・ PL のマネジメント 業務 ( 技術指導 ) に対する対価を 、 全ての PL に支払うようにし、 PL と N 

三 D0 との繋がりをより 強くするとともに、 PL のマネジメント 機能の強化を 図る。 
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